
「ごみ屋敷等対策検討プロジェクトチーム」を設置 

取組の推進体制 別紙１ 

地域あんしん支援員３名を配置 

     ・保健福祉局で，担当部長（兼職）を筆頭とし， 
      専任の担当課長，担当係長を配置 
     ・関係部局職員（１５名）を保健福祉局に兼職 

各区役所・支所で対策事務局を設置 

（地域力推進室，福祉事務所，保健センター，消防署，土木事務所，
まち美化事務所等） 

支援の専門性をより高めるため，保健師５名を配置 

地域あんしん支援員３名を増員し，６名体制へ 

平成２６年７月 

平成２５年１１月 

条例施行 

平成２６年９月 

平成２７年１月まで 

平成２７年４月 

平成２７年６月 


